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「平成 24 年度第 2 回尾張東部圏域保健医療福祉推進会議」議事録 

 
日時：平成 25 年 2月 20 日（水）午後 2時から 

場所：瀬戸保健所 3 階講堂 

次    第 発  言  内  容 

１ 開会 

 

 

 

 

 

 

２ 所長あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局幹事： 瀬戸保健所次長） 

 ただ今から「平成 24 年度第 2回尾張東部圏域保健医療福祉推進

会議」を開催いたします。 

 私は、本日の司会進行をさせていただきます、事務局幹事の瀬

戸保健所次長の小関と申します。よろしくお願いします。 

 それでは、開会に当たりまして、瀬戸保健所長の伊藤からご挨

拶を申し上げます。 

  

 （伊藤 瀬戸保健所長） 

皆様には、大変お忙しい中、大変寒い中、ご出席を賜りまして、

誠にありがとうございます。 

8 月の第 1 回のこの会議の際に案内をさせていただきました当

保健所主催の「認知症シンポジウム」ですが、今月 2 日に愛知県

立大学長久手キャンパスで開催いたしました。当日は 420 名の

方々に参加していただくことができました。皆様には、ご後援、

チラシ配布等で多大なご協力をいただきましたこと、心よりお礼

申し上げます。 

また、この「認知症」というテーマは、今後の超高齢社会とい

う日本の姿から避けて通れないテーマの一つでもあります。厚生

労働省における本年度の補正予算案、来年度の予算案を見まして

も、「在宅医療連携」という視点が組み入れられております。管内

を見ますと、高齢化率の高い瀬戸市、尾張旭市、豊明市、比較的

低い日進市、長久手市、東郷町と状況は少し違いますが、いずれ

も超高齢社会への進行は避けて通れず、地域住民の方が住み慣れ

た地域で暮らしながら、医療サービスや介護サービスが切れ目な

く提供されるような体制をつくっていく必要性を痛感しており、

ご出席の皆様との連携が益々重要になってくるものと感じており

ます。 

本日の会議でございますが、3 つの議題と 3 つの報告事項がご

ざいます。 

このうち、議題につきましては、現行の保健医療計画につきま

して、「別表」の形式としました医療機関の情報につきまして、

新データに基づき情報を更新するものでございます。 

2 つ目の議題でございます「医療計画」につきましては、8月に

医療圏計画に先行して本年度見直すことを説明いたしました県全
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３ 出席者紹介 

   

 

 

 

 

 

 

４ 傍聴者・報道関係

者等確認 

 

 

 

 

５ 配布資料確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体の計画について、案が出来上がりましたので、ご報告するもの

でございます。 

3 つ目の議題である「地域周産期母子医療センターの認定」に

つきましては、現在、愛知県には 11 病院の認定がございますが、

当医療圏で申請のありました 2 つの大学病院を認定することにつ

いて、ご審議をいただきます。 

 報告事項につきましては、当医療圏の長年の課題でございまし

た 2 次救急医療体制について、管内 6 市町の方の調整のご尽力に

より、来年度から南の地域も含め新しい体制となりますので、尾

張東部地域救急医療対策連絡協議会の会長市であります瀬戸市か

ら報告をしていただきます。 

他に報告事項が 2 件ございまして、内容からいたしますと、や

や短い時間かとは存じますが、当尾張東部圏域の保健医療がより

一層進展いたしますように、皆様方には、積極的にご発言をいた

だけますようにお願い申し上げまして、開会に当たりましての挨

拶とさせていただきます。どうぞご審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 

（事務局幹事： 瀬戸保健所次長） 

続きまして、本日ご出席いただきました構成員の皆様をご紹介

いたしますのが本来でございますが、時間の関係もございますの

で、お手元の出席者名簿及び配席表をもちまして、紹介に代えさ

せていただきます。なお、本日予定しておりました健康福祉部医

療福祉計画課の植羅主幹においては所用のため、水野主査となり

ましたので、資料のご訂正をお願いします。 

 

（事務局幹事： 瀬戸保健所次長） 

次に、傍聴者・報道関係者でありますが、本日、傍聴者が 3 名

同席されていますので、よろしくお願いします。 

傍聴者にお願いいたします。傍聴者におかれましては、お手元

の傍聴心得を遵守していただきますように、お願いします。 

  

 （事務局幹事： 瀬戸保健所次長） 

 次に、本日の資料を確認させていただきます。資料は、事前に

配布させていただいております。 

 

[「配布資料一覧」により確認] 

 

なお、本日、当日配布資料といたしまして、出席者名簿の差替

版、配席表と資料 3－1－1から資料 3－5までのホチキス留めのも

の、資料 3－6と資料 3－7のホチキス留めのものを配布させてい

ただいております。恐れ入りますが、資料 3－6・資料 3－7につ
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６ 会議の公開・非公

開について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 議長の選出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きましては、右肩に記載しておりますとおり、会議終了後に回収

させていただきますので、よろしくお願いします。また、水色表

紙の冊子「あいち健康福祉ビジョン年次レポート（平成 24 年

度版）」を配布させていただきましたので、配布漏れ等がござい

ましたら、お手数ですが事務局までお申し出ください。 

 

（事務局幹事： 瀬戸保健所次長） 

次に、会議に入ります前に、会議の公開・非公開について説明

させていただきます。 

推進会議の開催要領第5条第1項におきまして、「会議は原則公

開とする。ただし、愛知県情報公開条例第7条に規定する不開示情

報が含まれる事項について議題とする場合又は会議を公開するこ

とにより当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められ

る場合であって、当該会議がその一部又は全部を公開しない旨の

決定をしたときはこの限りでない。」と規定しております。 

 本日は、議題を 3 件、報告を 3 件予定しておりますが、そのう

ち議題 3 の「地域周産期母子医療センターの認定」につきまして

は、愛知県情報公開条例第 7 条に規定する「法人に関する情報で

あって」、「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」、ま

た、「県の機関」等における「審議、検討又は協議に関する情報で

あって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決

定の中立性が不当に損なわれるおそれ」があるものに該当すると

思われますので、会議は非公開にさせていただきたいと考えます。

傍聴者の皆様には、議長の指示によって退出していただくよう

お願いをいたします。 

また、先ほど説明させていただきましたが、議題 3の資料 3－6・

3－7につきましては、会議終了後に回収させていただきますので、

よろしくお願いします。 

なお、議事録におきましても不開示情報に該当する部分を精査

し削除させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

（事務局幹事： 瀬戸保健所次長） 

 それでは、議事に入りたいと思います。この推進会議の「開催

要領」第 4条第 2項では､「会議の議長は、会議の開催の都度、互

選により決定する」となっておりますが、昨年 8月に開催しまし

た第 1回の会議の際に、今年度は長久手市の田市長様にお願い

することを決めさせていただきました。本日は、田長久手市長

様に今後の議事をお願いしたいと思います。 

田長久手市長様、よろしくお願いいたします。 

 

[議長の名札設置] 
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８ 議題 1 

「尾張東部医療圏保

健医療計画別表記載

の医療機関名の更新

について」 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議長： 田長久手市長） 

 議長を務めます長久手市長の田でございます。 

ご出席の皆様のご協力によりまして、円滑な議事を進めたいと

思います。 

それでは、議事に入りますので、どうぞよろしくお願いします。

まず、議題 1 の「尾張東部医療圏保健医療計画別表記載の医療

機関名の更新について」、事務局から説明をお願いします。 

 

（瀬戸保健所 牧野主査） 
私からは、資料 1に基づきまして、「尾張東部医療圏保健医療計

画別表記載の医療機関名の更新について」説明させていただきま

す。 
 まず、保健医療計画についてでございますが、これは医療法に

基づくものでございまして、保健医療対策の基本方針について定

めるものでございます。 
 本日は、次の議題 2 において、本庁の医療福祉計画課から、本

年度行いました県計画の見直し案について説明させていただく予

定となっておりますが、私からは、現行の医療圏計画に関するも

のでございます。 
 保健医療計画については、前回の見直しによりまして、具体的

な医療機関名を計画の本編から外しまして「別表」という形にし

ております。5 年間の計画書に対して、具体的な医療機関名は、

毎年、適宜更新していくことになり、1回目・2回目のこの圏域推

進会議、また県の医療審議会等を通じて、現状に合わせて更新し

ていくということになっております。 

 今回の更新でございますが、「愛知県医療機能情報公表システ

ム」、県のホームページにございます通称「あいち医療情報ネット」

の昨年 10 月の更新結果を反映させたものでございます。 

 別添 1は、「５大がん」のうち「大腸がん」につきまして、年間

手術件数が 10 件に満たなかったことから、「大腸がんの専門的医

療を提供する病院」として、下の段の旧から上の段の新のとおり

「日進おりど病院」を削除させていただきます。 

 次のページ、別添 2は、「がん診療連携拠点病院等」につきまし

て、「手術症例の少ないがん」の手術件数の状況により、10 件以

上の実績が「◎」、1～9 件の実績が「○」ということで、それぞ

れアンダーバーのあるものを変更しております。 

 次のページ、別添 3は、「脳卒中」についての更新でございます。

表の右側をご覧いただきますと「回復期リハビリテーション機能

を有する医療機関に類する医療機関」、これは診療報酬上「脳血管

疾患等リハビリテーション料」を算定している病院でございます

が、「東名病院」を削除させていただきます。 

 次のページ、別添 4は、「急性心筋梗塞」についての更新であり
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９ 議題 2 

「医療計画に つ い

て」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ます。「循環器系領域における治療病院」、これは「経皮的冠動脈

ステント留置術」又は「経皮的冠動脈形成術」を実施している病

院ですが、これから「愛知国際病院」を削除し、「あさい病院」を

追記することになりました。 

 以上 4項目につきまして、昨年 10 月の愛知県医療機能情報公表

システムのデータをもとに、別添新旧対照表のとおり更新させて

いただきたいと思います。 

 私からは、以上でございます。 

 

（議長： 田長久手市長） 
事務局の説明について、ご意見、ご質問等がありましたら、お

願いします。 
 
〔意見・質問なし。〕 

 
（議長： 田長久手市長） 

 ご意見・ご質問がなければ、議題 1 の「尾張東部医療圏保健医

療計画 別表記載の医療機関名の更新について」は、承認というこ

とでよろしいでしょうか。 
 
〔一同「異議なし」〕 

 

 それでは、承認とさせていただきます。 

次に、議題 2「医療計画について」、事務局から説明をお願い

します。 

 

（県医療福祉計画課 水野主査） 

 医療計画につきましては、昨年 3 月に、都道府県が医療計画を

策定するにあたって参考とすべき「医療提供体制の確保に関する

基本方針」や「医療計画作成指針」が国において改正されました

ことから、今年度 1 回目の当会議でご報告させていただきました

とおり、県計画の見直しを行ってまいりました。このたび、計画

案がまとまりましたので、説明をさせていただきます。 

 資料 2 をご覧ください。1 ページから 5 ページが全体をまとめ

た概要でありまして、白紙の後、7ページから 12 ページが概要説

明の補足として添付させていただいた資料となっております。し

たがいまして、説明においてはページを前後いたしますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 本日は、大きく見直した事項などを中心にご説明させていただ

きたいと存じます。 

 まず、1 ページ、「第 1 部 総論」「第 1 章 計画の基本理念」

の「⑴ 経緯」をご覧ください。 
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 先ほどご説明しましたとおり、国の指針等が改正されたことを

踏まえ、本県の計画も見直すこととしたものであります。また、

本県では、「愛知県がん対策推進計画」や本日の報告事項となって

おります「健康日本 21 あいち新計画」など 6つの保健医療分野の

計画を策定しておりまして、それらと整合性を図るための所要の

見直しも行っております。 

次に、「⑵ 計画期間」は、基準病床数を除きまして、平成 25

年度から平成 29 年度までの 5年間でございます。 

続きまして、「第 2部 医療圏及び基準病床数等」の「第 1章 医

療圏」でございますが、2次医療圏は、現行と同じ 12 医療圏とい

たします。 

また、「第 2章 基準病床数」でございますが、現行の基準病床

数を前提に医療機関の皆様の病床整備が計画されておりますの

で、現行の基準病床数の適用期間であります平成 27 年度まで見直

しをせず、据え置きといたします。 

次に、「第 3部 医療提供体制の整備」でございますが、2ペー

ジをご覧いただきたく存じます。「第 2章 機能を考慮した医療提

供施設の整備目標」の「⑴ がん対策」でございます。 

昨年 10 月に、がんの予防及び早期発見の推進、がん医療の充実

その他のがん対策に関する施策の基本となる事項を定めた「愛知

県がん対策推進条例」が制定されたところでございまして、がん

診療連携拠点病院等を中心としたがん診療連携体制の充実を図り

ますとともに、就労等の社会生活を継続しながら外来でがん治療

や緩和ケアが受けられる体制づくり、女性が検診や治療を受けや

すい環境づくりを進めてまいります。 

7 ページのがん医療連携体制図をご覧願います。中ほどに「入

院医療」とありまして、一番下に「在宅医療」とありますが、こ

れは現行の計画でもあったものでありまして、今回、この在宅医

療と入院医療の間に、新たに外来医療を加えまして、社会生活を

継続しながら外来で化学療法や放射線療法、緩和ケアを受けられ

る体制を整えていくということを示させていただいたものです。

ページを戻っていただきまして 3 ページの「⑸ 精神保健医療

対策」でございます。 

医療計画に記載すべき疾病といたしまして、「精神疾患」が加わ

ったことに伴い記述内容を充実するものでありまして、「予防・ア

クセス」、「治療・回復・社会復帰」、「精神科救急」、「身体合併症」

「専門医療」、「うつ病」、「認知症」の 7 つの医療機能ごとに現状

と課題、それに対応した医療体制のあり方について新たに記述を

いたしております。具体的には、一般医と精神科医が連携した患

者紹介システムでありますＧ－Ｐネットの利用促進や、精神科デ

イ・ケアやアウトリーチなど地域生活支援機能の充実、認知症疾

患医療センターを中心とした医療体制の構築などでございます。
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また、精神科救急医療体制の強化につきましては、9 ページの

精神科救急の体系図をご覧いただきたいと存じます。現在、県内

を 3 ブロックに分け、説明①のブロックごとの輪番制による当番

病院が空床ベッドを 1 床確保しておりますが、これに加えて、②

のブロック内の後方支援基幹病院に 1 床から 2 床を確保する体制

とし、ブロックで対応できない場合には、③の県立城山病院が支

援する体制を今後構築してまいりたいと考えております。 

再びページを戻っていただきまして、4 ページの「第 4 章 災

害医療対策」でございます。 

東日本大震災の課題を踏まえ、施設の耐震化、自家発電装置の

充実など災害拠点病院の機能強化を図りますとともに、関係機関

が連携し、医療チームの派遣や配置調整、医薬品供給等の調整を

行う災害医療コーディネート体制を構築してまいります。 

災害医療コーディネート体制につきましては、10 ページでござ

います。上段が急性期から亜急性期、下段が中長期の体制を表し

ています。下段の中長期をご覧いただければと思いますが、県全

体では、県災害対策本部の下に県災害医療調整本部を設置し、地

域におきましては、2 次医療圏ごとに保健所に地域災害医療対策

会議を設置し、関係者の方が連携して対応しようとするものであ

ります。 

 4 ページにお戻りください。「第 6章 小児医療対策」「⑵ 小

児救急医療対策」でございます。 

 愛知県地域医療再生計画によりまして、あいち小児保健医療総

合センターに小児集中治療室でありますＰＩＣＵを整備すること

になっておりますので、これに合わせて「小児救命救急センター」

と位置付けまして、同センターを中核とする新たな小児救急医療

体制を構築してまいります。 

 次に、「⑶ 小児がん対策」でございます。新たに設けた節でご

ざいますが、小児がん拠点病院を中核とした医療体制を整備して

まいります。小児がん拠点病院については、国において、当地域

では 2月 8日に名古屋大学医学部附属病院が指定されたところで

ございます。 

 次に、「第 8章 在宅医療対策」でございます。 

 「在宅医療の提供体制の整備」として、在宅療養支援診療所や

訪問看護ステーションなどのサービス提供基盤の充実を図ります

とともに、医療福祉従事者がチームとなって患者・家族を支援す

る体制や地域包括ケアシステムを構築してまいります。 

 計画案の説明は以上でございますが、この計画案につきまして

は、1月 25 日から 2月 23 日まで、県民の皆様から意見をいただ

きますパブリックコメントを実施しております。その後、3月下

旬に医療審議会から答申をいただきまして、3月末に策定予定で

ございます。 
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 この県計画を基本に、地域の実情を踏まえまして、来年度医療

圏の計画策定をお願いしたいと思っております。現在のところ、

来年度末を策定予定としておりまして、来年度 1回目の当会議で

素案をご検討していただくことを想定しているところでございま

す。来年度早々から作業にとりかかってまいりますが、大変期間

の短い中での作業になりますので、皆様方には、様々にお願いす

ることがあろうかと存じますが、ご協力くださいますよう、よろ

しくお願い申し上げます。私からは以上でございます。 

 

（瀬戸保健所 伊藤所長） 

 ただいまの説明に付随して、瀬戸保健所からも 1 点追加で提案

をさせていただきます。 

医療福祉計画課の説明のとおり、医療圏計画を作成するため、

「医療計画策定部会」を来年度設置したいと考えております。メ

ンバーの選任につきましては、平成 23 年 3 月の前回の計画策定か

ら期間が経過していないこともございまして、現行計画をベース

にしながらの検討になるため、前回の例を参考にして選任すると

いうことで、事務局にご一任いただくことをお諮りしたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

（議長： 田長久手市長） 
事務局の説明について、ご意見、ご質問等がありましたら、お

願いします。 

 

（医療法人青山病院 青山委員） 
2 ページのがん対策のところで、現状値はこれでよいと思いま

すが、人口 10 万人当たり男性 95.6 人、女性 52.6 人と目標値が細

かな数字になっておりますが、この目標値をどうやって算出した

のかについて教えていただきたいと思います。 

 

（県医療福祉計画課 水野主査） 

がん対策の人口 10 万対の 75 歳未満の年齢調整死亡率でござい

ますが、こちらはがん対策推進計画との整合性をとっております。

現行のがん対策推進計画でも、平成 29 年の目標値はこのようにな

っておりまして、国の方で 初にがん対策の基本計画を策定しま

したときに、正確に覚えておらず申し訳ありませんが、確か平成

17 年度値に対して 10％ぐらい削減する方針がございましたので、

これを元に算出した数字だと考えております。 

 

（医療法人青山病院 青山委員） 
10％になっていますか。 
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10 議題 3 

「地域周産期母子医

療センターの認定に

ついて」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（県医療福祉計画課 水野主査） 

パーセントは正確に覚えておらず申し訳ありませんが、現状値

ではなく、その前の平成 17 年度値に対して立てた目標であること

は間違いなく記憶しております。 

 
（議長： 田長久手市長） 
他にご意見、ご質問等がありましたら、お願いします。 

 
〔意見・質問なし。〕 
 

（議長： 田長久手市長） 
 他に、ご意見・ご質問がなければ、議題 2の「医療計画につい

て」は、承認ということでよろしいでしょうか。 

 

〔一同「異議なし」〕 
 

（議長： 田長久手市長） 
 また、来年度見直しを行う医療圏計画の方の「医療計画策定部会」

の構成員につきましては、事務局に一任するということでよろしい

でしょうか。 

 

〔一同「異議なし」〕 
 

それでは、承認とさせていただきます。 

次に、議題 3「地域周産期母子医療センターの認定について」、

事務局から説明をお願いします。 

この議題は、非公開ですので、傍聴者の方は、ご退出ください。

 

〔傍聴者退出〕 
 

（健康福祉部医務国保課 川口課長補佐） 

 まず、本県の周産期医療体制について、簡単に説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 分娩の中心となる医療機関は、地域の産婦人科を有する病院や

診療所でございますが、妊婦が切迫早産などの合併症を有する場

合、先天異常児や低出生体重児など母体や児におけるリスクの高

い妊娠の場合、あるいは、脳血管障害や心筋梗塞などの産科領域

以外の合併症を発症した場合などは、総合周産期母子医療センタ

ーや地域周産期母子医療センター、あるいは大学病院等へ搬送さ

れます。このうち、地域周産期母子医療センターにつきましては、

資料 3－3をご覧いただきますと、国の周産期医療体制整備指針で

ございますが、こちらで地域周産期母子医療センターに求める機
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能、あるいは整備の内容、職員の数などが定まっております。か

いつまんで申し上げますと、産科及び新生児医療を担当する小児

科等を備えまして、周産期に係る比較的高度な医療行為を行うこ

とができる医療施設として県が認定する施設ということでござい

ます。 

 本県には、先ほど瀬戸保健所長から紹介がありましたとおり、

総合周産期母子医療センターとして 4 病院、地域周産期母子医療

センターとして 11 病院がございまして、ここ尾張東部医療圏にお

きまして平成13年7月1日付けで公立陶生病院を地域周産期母子

医療センターとして認定しております。 

 さらに、平成 24 年 4 月 1 日に名古屋大学医学部附属病院を総合

周産期母子医療センターに、同日、名古屋市立大学病院を地域周

産期母子医療センターに認定している状況にございます。 

 今回、新たに藤田保健衛生大学病院及び愛知医科大学病院から

地域周産期母子医療センターの認定につきまして、申請書が瀬戸

保健所に提出されました。その申請書でございますが、資料 3－6・

資料 3－7として写しを配布させていただいております。この資料

は、後ほど回収させていただきたいと思います。 

 認定事務について説明させていただきます。資料 3－2に、愛知

県地域周産期母子医療センター認定要領がございます。この第 3

条第 1 項後段に基づきまして、尾張東部医療圏保健医療福祉推進

会議のご意見を頂戴したいと思います。資料 3－4をご覧いただき

ますと、認定事務の取扱いを概要として図にしたものでございま

すが、ちょうど中段にあります点線四角枠の中の②に当たります。

今後のスケジュールにつきましては、本会議で頂戴しましたご意

見、ちょうど 2 つ下の点線四角枠にあります愛知県周産期医療協

議会への意見聴取を 3月 22 日に行いまして、それらの結果を踏ま

えまして、県において必要な手続きを行って決定することになり

ます。 

 それでは、藤田保健衛生大学病院につきまして、1月 22 日に現

地調査を実施しましたので、その結果につきまして、説明させて

いただきたいと思います。資料 3－1－1でございます。 

 藤田保健衛生大学病院では、周産期関連部門として、新生児集

中管理室が 6 床、新生児集中治療管理室後方病床が 14 床、一般産

科病床が 18 床ございます。 

主な基準でございますが、3点あり、1つ目は診療科目でござい

ます。小児科、産科及び麻酔科を標榜しておりまして、基準に合

致している状況です。2 つ目は設備でございます。裏面をご覧く

ださい。産科部門、新生児部門ともに必要な設備が整備されてお

りまして、基準を満たしている状況です。1 点付け加えさせてい

ただきますが、右側の新生児部門の「その他新生児集中治療医療

に必要な設備」として、記載の「超音波診断装置 1台」の他に「脳
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波計 1 台」もございましたので、追加させていただきます。3 つ

目の基準は職員でございますが、新生児部門、産科部門ともに医

師及び看護師が相当数確保されております。また、臨床心理技術

者が確保され、麻酔科医も常時対応できる状況であります。 

続きまして、愛知医科大学病院につきまして、1 月 9 日に現地

調査を実施しましたので、その結果につきまして、説明させてい

ただきたいと思います。資料 3－1－2でございます。 

 愛知医科大学病院では、周産期関連部門として、新生児集中管

理室が 6床、新生児集中治療管理室後方病床が 12 床、一般産科病

床が 21 床ございます。 

1 つ目の基準の診療科目でございますが、小児科、産科及び麻

酔科を標榜しており、基準に合致しています。2 つ目の設備でご

ざいますが、裏面をご覧ください。産科部門、新生児部門ともに

必要な設備が整備されておりまして、基準を満たしております。

先ほどと同じく、右側の新生児部門の「その他新生児集中治療医

療に必要な設備」として、記載の「脳波計 2 台」の他に「超音波

診断装置 1 台」も確認してございますので、追加させていただき

ます。3 つ目の基準の職員でございますが、新生児部門、産科部

門ともに医師及び看護師が相当数確保されております。また、臨

床心理技術者が確保され、麻酔科医も常時対応できる状況であり

ます。さらに、新生児部門、産科部門におきまして、それぞれ専

属の薬剤師 1名が配置されている状況でございました。 

参考といたまして、資料 3－5に周産期医療に係る実態調査を医

療圏別に集計したもので、上の表が母体搬送について、下の表が

新生児搬送についての実績でございます。 

まず、母体搬送でございますが、尾張東部医療圏での受入件数

は 116 件でございます。その内訳として多いところとしては、名

古屋医療圏から 24 件、知多半島医療圏から 22 件、西三河南部西

医療圏から 23 件となっています。一方、尾張東部医療圏での発生

件数ですと表を縦に見て 50 件となりますが、他の名古屋医療圏へ

28 件搬送されている状況です。 

次に下の表の新生児搬送でございます。受入件数が 149 件で、

内訳は名古屋医療圏から 36 件、尾張北部医療圏から 32 件、知多

半島医療圏から 26 件などでございます。発生件数は 57 件で、名

古屋医療圏へ 35 件搬送されている現状がございます。 

以上で説明を終わります。ご審議をよろしくお願いします。 

 

（議長： 田長久手市長） 
事務局の説明について、ご意見、ご質問等がありましたら、お

願いします。 

 

 〔※審議内容は非公開です。〕 
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11 報告事項 1「尾張

東部医療圏 2 次救急

医療体制の変更につ

いて」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議長： 田長久手市長） 
それでは、議題 3の「地域周産期母子医療センターの認定につ

いて」は、2病院とも適当と認めるということでよろしいでしょう

か。 

 

〔一同「異議なし」〕 
 

それでは、2病院とも適当とさせていただきます。 

議題 3 の審議が終了しましたので、傍聴者の再入場を許可しま

す。 

 

 〔傍聴者再入場〕 

 

（議長： 田長久手市長） 
傍聴者が再入場されましたので、先ほどの審議結果をお伝えし

ます。議題 3については、「2病院とも適当」という審議結果にな

りました。 

 議題の審議が終了しましたので、続きまして、報告事項に移り

ます。 

まず、報告事項 1 から報告事項 3 までの 3 件について、事務局

から順次報告をお願いします。 

 

（尾張東部地域救急医療対策連絡協議会 瀬戸市 吉田委員代

理） 

 私からは報告事項 1につきまして、説明させていただきます。

瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町で構成

されています尾張東部地域救急医療対策連絡協議会におきまし

て、2次救急医療体制に関して平成 25 年 4 月 1 日から、公立陶生

病院に独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院及び医療法人

大医会日進おりど病院の 2 病院を加えまして、3 病院体制とする

ことを決定いたしましたので、報告させていただきます。 

 資料 4をご覧ください。 

 「1 2 次救急医療体制（病院群輪番制）について」の⑶にあり

ますとおり、尾張東部医療圏におきましては、公立陶生病院が昭

和 53 年 4 月 1 日から 2次救急医療体制に参加いたしまして、これ

まで 1 病院にて 2 次救急医療体制を担ってまいったところでござ

います。 

 「2 今回の変更」にございますように、昨年 12 月に開催しま

した尾張東部地域救急医療対策連絡協議会におきまして、2 次救

急医療体制について、平成 25 年 4 月 1 日から公立陶生病院に下の

2病院を加え、3病院体制とすることを決定いたしました。 

 この結果につきましては、平成 24 年 12 月 26 日付けで瀬戸市長



 

13／21 頁 

 

 

 

 

 

12 報告事項 2「愛知

県健康増進計画につ

いて」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から瀬戸保健所に報告させていただいておりますが、本日、この

会議におきまして報告するように保健所から依頼がございました

ので、この場を借りまして、報告させていただきます。 

 以上でございます。 

 

 （健康福祉部健康対策課 野田主査） 

 それでは、報告事項 2「愛知県健康増進計画について」説明を

させていただきます。 
資料 5をご覧ください。 

まず、計画名になりますが、国の健康づくり運動であります「健

康日本 21」という名称が定着しているということもありまして、

健康づくりの県民運動がさらに広がりを見せるよう、これまでの

計画名を継承し、前回計画が「健康日本 21 あいち計画」でしたの

で、「新」という字を入れさせていただいて、「健康日本 21 あいち

新計画」ということで進めていきたいと考えております。 

それでは、「第 1 章「健康日本 21 あいち新計画」の策定」をご

覧ください。計画の目的等を記載しております。 

この計画の目的は⑴にありますとおり、「すべての県民が「生涯

を通じて、健康でいきいきと過ごす」ことができるよう、行政や

関係機関、関係団体等が連携を図り、県民の健康づくりを総合的

に推進する。」とし、県民の主体的な健康づくりを社会全体で進め

ていくものです。経緯につきましては、⑶になります。先ほど過

去の計画名を紹介させていただいたのですが、平成 13 年 3 月から

2年延伸して、結果として 12 年計画でありました。国において「基

本的な方針（健康日本 21（第 2次））」で改正が行われましたので、

これに合わせまして、県の新計画を策定します。計画期間は⑷の

とおり、平成 25 年度から 34 年度までの 10 年間ということで、国

の健康づくり運動に合わせて 10 年間という形で進めさせていた

だこうと考えております。 

続いて「第 2章「健康日本 21 あいち新計画」の基本的な方向」

になります。この計画の基本的な考え方を、「基本目標」と「基本

方針」を掲げて示させていただいております。 

まずは⑴の「基本目標」ですが、「健康長寿あいちの実現」を掲

げております。 

昨年、国は初めて、健康寿命について「健康上の理由で日常生

活に制限のない者」と定義をしまして、国の次期健康づくり運動

では、この「健康寿命の延伸」を 大の目標に掲げて進めていく

ことになっております。 

この際に、国が算出いたしました平成 22 年の本県の健康寿命は

男性 71.74 年で全国 1 位、女性は 74.93 年で全国 3 位と高い結果

となりました。しかし、平均寿命と健康寿命の差がまだまだあり

まして、男性ですと約 8年、女性ですと約 11 年ありますので、そ
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の差を縮めていこうということで、様々な健康づくりの取組を市

町村や関係団体の方とともに推進し、本県においても健康寿命の

更なる延伸を目指すことを基本目標といたしました。 

また、今後広がりが予測されております健康格差についても、

計画書の中で、地域の健康状態の差を明らかにし、その格差縮小

に向けた取組を行っていきたいと考えております。 

続いて「⑵ 基本方針」ですが、基本目標を達成するために、4

つの「基本方針」を掲げました。まず、1 つ目になりますが、子

どもの頃から高齢期に至るまで、すべての世代、すべての県民が、

生涯を通じて、それぞれの段階に応じた健康づくりの取組を推進

するため、「生涯を通じた健康づくり」といたしました。2つ目と

して、日ごろから病気の発症を予防し、治療中の方についても軽

症の段階から適切な管理により症状の進展や合併症を予防し、重

症化させないといった新たな視点を盛り込み、「疾病の発症予防と

重症化予防」といたしました。3 つ目でございますが、生活習慣

を改善し、より良い生活習慣を実践することで、生活習慣病を始

めとする疾患の危険因子の低減に取り組むため、「生活習慣の見直

し」を掲げました。4 つ目でございますが、国の新しい考え方と

して出てきたものでございます。これまで健康づくりに関心のな

かった者や情報が十分届かなかった者などに対しても、健康づく

りの取組を広げるために、「ソーシャルキャピタル」の醸成による

地域力を向上させ、社会環境の整備を図って地域や人とのつなが

りを深め、社会全体として健康を支え、守ることが必要であると

いうことで、「社会で支える健康づくり」としました。 

 ただいま説明いたしました「基本目標」と「基本方針」を、2

ページの概念図に整理しております。この 4 つの基本方針を取り

組みまして、「健康長寿あいちの実現」を達成していきたいと考え

ております。 

 基本方針の中には、分野に分けたところがございます。「基本方

針（Ⅱ）」につきましは、「がん」、「循環器疾患」、「糖尿病」、「Ｃ

ＯＰＤ」、「歯科疾患」の 5 分野で整理をさせていただいておりま

すし、｢基本方針（Ⅲ）｣につきましては、「栄養・食生活」、「身体

活動・運動」、「休養・こころの健康」、「喫煙」、「飲酒」、「歯・口

腔の健康」の 6分野で整理いたしております。 

 続いて「第 3章 健康づくりの目標設定」になります。 

「基本目標」と 4 つの「基本方針」ごとに、また、基本方針の

中で、分野に分かれているものは分野ごとに、重点目標を中心と

した主な目標とその取組を記載しております。 

 時間の関係もございますので、ここでは、この計画の 上位に

なる目標に関して、説明をしたいと思います「健康長寿あいちの

実現」に関する数値目標ということになりますが、先ほど説明し

ましたとおり、本県は高い健康寿命ということが結果として出て
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おりますので、さらに、その「健康寿命」が延伸するように、健

康寿命と平均寿命の差を半減できるように、男性ですと 75 歳、女

性ですと 80 歳という形で県民に分り易い目標を設定しています。

これを達成するために、各基本方針で記載されている健康づくり

の様々な取組を行って、県民の方が生涯にわたり、健康でいきい

きとした生活を過ごすことができるようにつなげていきたいと思

います。 

 それ以降に関しましては、各分野の指標がいろいろと記載して

ありますが、全体で 88 項目の目標を設定しております。当然、県

民の方にも分り易いようにということで、栄養・食生活では「肥

満者の減少」、「女性のやせの減少」、身体活動では「1日の歩数」、

「運動習慣者の増加」ということで目標を設定しております。 

 後に、6 ページの「第 4 章 計画の推進方策」をご覧くださ

い。基本目標である「健康長寿あいちの実現」を図るため、県民

を始め、行政、関係機関や関係団体等のすべての主体が連携・協

力し、健康づくり施策の効果的な推進を目指します。 

また、関係団体並びに有識者等によって構成される「愛知県健

康づくり推進協議会」を開催しまして、引続き計画の推進状況や

推進方策を検討するなど進行管理に努めていきたいと考えており

ます。 

後に、お願いになりますが、県民の健康づくりを進めようと

思いますと、地域の皆様方、特に市町の方々、医療・福祉関係者

の方、地区組織等関係団体の皆様方のご協力が必要となります。

新計画は 4 月からスタートさせていただくことになりますが、引

続き皆様方にはご支援くださいますようお願いいたします。 

以上で、説明を終わります。 

 

（瀬戸保健所 松浦課長補佐） 

 報告事項 3「あいち健康福祉ビジョン年次レポート（平成

24 年度版）について」でございます。 

 平成 23 年 6 月に策定をいたしました平成 27 年度までを計画期

間とします「あいち健康福祉ビジョン」の主要な目標等につきま

して、進捗状況等を毎年度、年次レポートとして公表することと

しております。平成 24 年度版を作成いたしましたので、このレポ

ートの冊子をお配りいたしまして、報告に代えさせていただきた

いと思います。 

 

（議長： 田長久手市長） 
ただいま 3 件の報告がありましたが、報告事項 1 の「2 次救急

医療体制の変更」については、以前からこの地域の課題であった

ことでもありますので、新しく輪番体制に加わった 2 病院が立地

する尾張旭市、日進市の委員、これまで 1 病院で地域の 2 次救急



 

16／21 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療を支えてくださった公立陶生病院の委員にもコメントをいた

だければと思います。それでは、尾張旭市の水野委員、日進市の

武田委員代理、公立陶生病院の酒井委員の順で、ご発言をお願い

します。 

 

 （尾張旭市 水野委員） 

旭労災病院の立地市としまして、一言コメントをさせていただ

きます。皆様ご存じのとおり、尾張東部医療圏は南北に細長い地

域でありまして、概ね北の地域と南の地域ということを考えたと

きに、それぞれの地域に救急医療体制の充実ということが切望さ

れてきました。その意味におきましても、今回 2 病院が 2 次救急

医療体制に加わるということは大変ありがたいことでありまし

て、地域の期待も大変高いということで、地域の医療機関との連

携もさらに充実していくものと期待をしております。 

また、旭労災病院におかれましては、名古屋市からも含めまし

て救急車の受入など、すでに実態としましては 2 次救急医療機関

並みの対応をされておりまして、その実態を考えますと、大変あ

りがたいことだと思っておりますので、よろしくお願いします。

 

（日進市 武田委員代理） 

この度、私ども日進市内にございます、「日進おりど病院」が尾

張東部医療圏の 2 次救急医療機関に加わることが決定したわけで

ございますが、私ども圏域の南部に位置する自治体といたしまし

ては、「近隣に 2次救急医療機関を」ということが長年の懸案でご

ざいました。 

今回、瀬戸市を始めとする関係市町、また、医療機関の皆様の

ご理解とご尽力によりまして、それが解消され、圏域内のバラン

スも良くなると考えております。 

日進おりど病院につきましては、救急優先病床 5 床を始め 130

床の病床を有しまして、救急搬送も年間 1,000 件近く受け入れる

など、これまでもすでに救急指定病院として機能しているところ

でございますが、この度正式に 2次救急医療機関に加わることで、

より一層の受け入れ体制の充実、また、病院の関係者の意識の高

揚などが図られまして、地域の拠点病院として活躍が期待される

ところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（公立陶生病院 酒井委員） 

現在、尾張東部医療圏には第 3 次救急医療機関が 2 箇所ござい

ますが、当該医療圏は南北 32 ㎞と縦に細長い医療圏となっており

まして、医療圏の北端に私どもの公立陶生病院、中央やや北寄り

に愛知医科大学病院、南端に藤田保健衛生大学病院という配置と

なっています。 
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また、私どもの病院の入院・外来患者の実質診療圏をみまして

も、尾張東部医療圏北部にとどまらず、尾張北部医療圏、名古屋

医療圏からも患者を受け入れており、この傾向は救急搬送の受け

入れ台数、昨年度は 6,700 件ございましたが、この数においても

同じ傾向がみられます。 

このため、南端の藤田保健衛生大学病院はもとより、愛知医科

大学病院におきましても、瀬戸市と長久手市の市境が生活圏の境

となっておりまして、実際の診療圏についてはあまり重複してい

ないのが現状でございます。 

このような地域的な配置の特性に加えまして、現在の第 3 次救

急医療機関は 2 箇所とも研究機関としての性格をもつ大学病院で

あり、公立病院とは性格を異にしており、特に近隣に位置する愛

知医科大学病院は、愛知県内唯一の高度救命救急センターである

ことから、広範囲熱傷、四肢切断、急性中毒などの特殊疾病患者

など受け入れる患者の質も違いがあるのが現状です。 

現在、当院が尾張東部医療圏唯一の第 2次救急医療機関ですが、

先ほど報告のありましたように尾張旭市の旭労災病院と、日進市

の日進おりど病院が、平成 25 年 4 月から第 2次救急医療機関の指

定を受けること、また、当院はもとより、現行の第 3 次救急医療

機関である愛知医科大学病院、藤田保健衛生大学病院においても、

2 次救急患者の受け入れを行っていることから、尾張東部医療圏

の第 2 次救急医療体制にも今後問題が起こることはないと思われ

ます。 

また、救急で受け入れました患者の退院支援についても、地域

の病院、老人保健施設並びに社会福祉協議会の担当者と毎月 1度、

医療連携実務者会議を開催し円滑な運用をしております。急性期

病院には珍しく在宅訪問看護部門を設置しており、非侵襲的陽圧

換気などの医療依存度の高い在宅の患者にも対応しています。 

以上のことから、地域医療の基幹病院として、私どもの病院が

医療圏内で目指しております 3 病院目の救命救急センターの指定

を受けることができたとしても、第 2 次救急医療機関の後方病院

として、脳卒中、心筋梗塞、頭部損傷などにおける重篤救急患者

の救命医療を確保することができるものと思われます。高度救命

救急センターである愛知医科大学病院との機能分化を促進するこ

ととなりまして、今後一刻を争う処置が必要な救急患者に対して

も、迅速な対応が可能となるなど、救命救急センター同士が相互

に連携、補完することにより、尾張東部医療圏及びその周辺医療

圏に対して、より効果的な救急医療体制の提供が可能になると考

えています。 

要するに、私どもの病院は、いま建設中の西棟が今年 9 月いっ

ぱいで完成予定でございます。救命救急センターの指定を目指し

ているわけですが、そういう 3次救急医療を担うことになっても、
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何ら問題が生じて来ないということを申し上げたいと思います。

 

（議長： 田長久手市長） 
ありがとうございました。その他にご意見、ご質問等がありま

したら、お願いします。 

 

（瀬戸旭医師会 野田委員） 

「健康寿命」の算出は難しいのでしょうか。つまり、どういう

ことかというと、瀬戸市はどうか、尾張旭市はどうかと目標を立

てるときに、算定が複雑なものであれば我々では手に負えないの

ですが、それほど難しくない算定の仕方であれば、これから市町

村でも使えるかどうかと考えておりまして、いかがでしょうか。

 

（健康福祉部健康対策課 野田主査） 

健康寿命に関しましては、国が健康日本 21（第二次）を策定し

たときに算出に使ったのが国民生活基礎調査のデータでございま

す。国民生活基礎調査のデータは抽出調査でありまして、そうす

ると、全国の中で抽出された方が回答するものなので、そこに関

しては市町村ごとのデータがないということで、今お伝えした愛

知県の男性は 71 歳とか、女性は 74 歳というのと同じようなやり

方での算出は難しいのです。 

いま国の方が、市町村にも参考にしていただきたいということ

で、昨年 9 月に健康寿命の算定方法の指針を出されまして、ホー

ムページ上で掲載されていますが、そこで数種類の方法が示され

ています。市町村が一番利用し易いと思うのは、別の算定方法に

なりますが、要介護 2 から 5 の数値を使った方法を公表していま

して、そこに簡単な集計シートで算出するものが出ておりますの

で、これを利用していただければ、各市町村でも算出していただ

けるということになっています。 

 

（瀬戸旭医師会 野田委員） 

そうなると、算定方法が何種類かあるということですので、当

然、算定結果も何種類も出てくるという可能性があると思います。

そうであれば、単純に他の市町と比較しにくいこともあり得るの

ではないですか。 

 

（健康福祉部健康対策課 野田主査） 

注意していただきたいのは、健康寿命を一律に出すということ

は、市町村の優劣につながるところもあります。算定の指針を作

った厚生労働省の研究班の方ともお話をしたのですが、「これは絶

対値ではない。」という言い方をされておりました。 

それは何故かというと、皆さんの市町村は人口規模が当然違い
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まして、県内にはすごく母数の少ない市町村もあり、基本的な指

標として年度ごとの死亡数を利用するものですから、死亡数はブ

レが大きいわけです。 

したがって、研究班の見解としましては、絶対的なものとして

利用しないでほしいということと、他と比較しないでほしいとい

うことであります。研究班が勧める使い方は、自市町村の 5年後、

10 年後がどうなっているかを比較するものです。ホームページ上

では、概念としていろいろな数字が紹介されていますし、市町村

の方から個別に照会があれば、当課としても、そこでどういうよ

うに算出されているかということは紹介させていただきたいと思

います。 

 

（瀬戸保健所 伊藤所長） 

先ほど 2次救急医療体制について、公立陶生病院の酒井院

長から、この地域の救急医療の充実ということで、3 次救急

病院を目指しているというご発言もいただきました。保健所

の立場から少し発言をさせていただきたいと思います。 

公立陶生病院は、平成 21 年度に策定された「愛知県地域

医療再生計画」の中でも、心筋梗塞・脳卒中・多発性傷害・

急性消化器出血など緊急性の高い疾患に対して 365 日 24 時

間対応できる医療機関である「高度救命救急医療機関」に位

置付けられております。 

また、平成 23 年度に策定された「愛知県傷病者の搬送基

準」におきましても、心肺停止、脳卒中、心筋梗塞、外傷・

熱傷、妊産婦、小児など重症度・緊急度の高いすべての分野

に対応できる病院に位置付けられています。 

さらに、先ほど酒井院長からのご発言の中にもありました

が、愛知県内で発生する救急車による搬送の受入実績につい

ても、年間 6,000 件を大きく超える現状ということで、県内

に 3次救急病院が 18 病院ございますが、3次救急病院に肩を

並べる搬送受入実績を持ってみえます。 

この度は、旭労災病院と日進おりど病院が、6 市町の方々のご

努力によって決定され、この 4 月から南北しっかりとした 2 次救

急医療体制ができます。また、公立陶生病院は、医療圏唯一の地

域医療支援病院として地域の診療所との連携を着実に進められて

おります。現在、公立陶生病院は 2 次救急病院として大変ご尽力

いただいているところですが、実質的には 3 次救急病院としての

役割も十分果たされているものと考えておりまして、先ほど、3

次救急病院になっても 2 次救急に関して変わりなく実施していた

だけるご発言もいただいておりまして、保健所としまして期待し

ております。 
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18 閉 会 

 

 

 

（議長： 田長久手市長） 
どうもありがとうございました。 

以上で本日予定しておりました議事はすべて終了しましたが、

全般を通じまして、また、その他にも何かご意見・ご質問があり

ましたら、お願いします。 

 

〔意見・質問なし。〕 
 

（議長： 田長久手市長） 
他にご意見等もないようですので、これをもちまして、議事を

終了させていただきます。 

皆様のご協力により、議事が円滑に進みましたことをお礼申し

上げます。ありがとうございました。事務局へ進行をお返ししま

す。 

 

 （事務局幹事： 瀬戸保健所次長） 

田長久手市長様、議事進行、大変ありがとうございました。

本日の会議録につきましては、発言内容を確認の上、議長であり

ます田長久手市長様の承認をいただいた上で、保健所のホーム

ページに公開する予定でおりますので、よろしくお願いします。

それでは、閉会に当たりまして、瀬戸保健所長の伊藤からご挨

拶申し上げます。 

 

(伊藤 瀬戸保健所長) 

皆様には、慎重にご審議をいただきまして、また、貴重なご意

見を賜り、誠にありがとうございました。 

本日の議題中に説明をしましたとおり、来年度は、医療圏の医

療計画を見直すことになる予定でございます。とくに、医療計画

策定部会の委員をお願いする方々には、会議出席、ご審議等で大

変なお手間をおかけすることになると思いますが、何卒ご協力の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

私どもも、今後とも保健・医療・福祉の一層の充実に向けて取

り組んでまいります。引き続き、ご支援・ご協力を賜りますよう

お願いいたします。誠にありがとうございます。 

 

（事務局幹事： 瀬戸保健所次長） 

これをもちまして、平成 24 年度第 2回尾張東部圏域保健医療福

祉推進会議を終了させていただきます。 

なお、冒頭でお願いしました非公開資料の資料 3－6・3－7につ

きましては、机の上に置いたままでお願いします。 

交通事故には十分気をつけてお帰りいただきたいと思います。

本日は、長時間にわたりありがとうございました。 
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以  上

 

 

 

議事録確認 

  

議 長 長久手市長   田 一 平  ○印 

 

 

 

 

 

 


